
１．鳥取市バリアフリー基本構想に基づく特定事業の進捗等について

資料１

第９回 鳥取市移動等円滑化協議会



１．これまでの経緯

備考内容年月

鳥取市
平成12年制定の交通バリアフリー法に基づき、高齢者や障がい者等が自立した
日常生活における移動上の支障を改善するための環境整備の推進のため「鳥取
市交通バリアフリー基本構想」を策定。

平成14年1月

国
バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律・平
成18年施行）の改正により、バリアフリーマスタープラン制度の創設（H30）
や心のバリアフリーの更なる推進の内容が盛り込まれた。（R2）

平成30年
令和2年

鳥取市
バリアフリー法の改正に対応するため、公共交通や建築物、公共施設の面的・
一体的なバリアフリー化の方針を示す「鳥取市バリアフリーマスタープラン
（移動等円滑化促進方針）」を策定・公表。

令和5年3月

鳥取市
鳥取市バリアフリーマスタープランの方針に基づき、より具体的なバリアフ
リー化を推進するための計画として「鳥取市バリアフリー基本構想」を策定・
公表

令和7年3月
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鳥取市バリアフリーマスタープラン（令和５年３月策定） 鳥取市バリアフリー基本構想（令和７年３月策定）



２．鳥取市バリアフリーマスタープランの概要

3

鳥取市バリアフリーマスタープラン

「みんなが支え合い 誰もが安心・快適に自分らしく過ごせるまちづくり」

基本理念

基本方針
１．ユニバーサルデザインに配慮したバリアフリー化の推進
２．全市域でのバリアフリー化の展開
３．緊急性・重要度・実現性等に配慮したバリアフリー化の推進
４．緊急時にも対応可能な情報提供の充実
５．心のバリアフリーの推進

高齢者や障がい者等が利用する施設や経路
等のバリアフリー化に関する基本的な方針
を示すことにより、市民や事業者等と広く
考え方を共有し、バリアフリー化を推進す
るもので、移動等円滑化促進地区等の設定、
バリアフリー化の促進に関する取り組み、
情報、心のバリアフリーの取り組み、届け
出制度等を記載。（令和５年３月策定）

鳥取市マスタープランでは、多くの人が利用する施設及び高齢者や障がい
者等が集まった地区を、重点的にバリアフリー化を促進する「移動等円滑化
促進地区」に設定。
国ガイドラインの考え方及び、本市の実情に基づき１４地区を設定。

出典：「鳥取市バリアフリーマスタープラン」（鳥取市）

移動等円滑化促進地区（１４地区）

用瀬町総合支所・用瀬駅周辺
地区⑧鳥取駅・城跡周辺地区①

佐治町総合支所周辺地区⑨気高町総合支所・浜村駅周辺
地区②

鳥取大学前駅・湖山駅周辺地
区⑩鹿野町総合支所周辺地区③

末恒駅周辺地区⑪青谷町総合支所・青谷駅周辺
地区④

宝木駅周辺地区⑫福部町総合支所・福部駅周辺
地区⑤

津ノ井駅周辺地区⑬国府町総合支所周辺地区⑥

若葉台地区⑭河原町総合支所周辺地区⑦



３．鳥取市バリアフリー基本構想の概要
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鳥取市バリアフリー基本構想

旅客施設等を中心とした地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区（重点整備地区）を設定し、公共交通機関、
建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するためのものであり、既存の施
設等のバリアフリー化と、相当数の高齢者、障がい者等が利用する旅客施設、官公庁施設等多様な施設（生活関連施設）を結ぶ
経路（生活関連経路）の面的・一体的なバリアフリー化を図ることを目的とする。（令和７年３月策定）

鳥取市バリアフリーマスタープランで設定した１４の「移動等円滑化促進地区」のうちさらに優先的にバリアフリー化を
推進する２地区の「重点整備地区」を設定。
さらに区域内の「生活関連施設」「生活関連経路」には特定事業を定め、特定事業計画書の作成と実施の義務。
特定事業以外にも「その他の事業」を定め特定事業とあわせてバリアフリー化を推進します。

バリアフリーマスタープランで示した方針をより具体的に推進する計画

旅客施設

行政機関等

郵便局、銀行等

コミュニティ施設等

学校

公民館

市民会館等

病院

総合福祉施設

高齢者福祉施設

商業施設

宿泊施設

公園等

運動施設

観光施設

路外駐車場

鳥取市バリアフリー
基本構想重点整備地区

生活関連経路

国道

県道

市道

鳥取市バリアフリー
基本構想重点整備地区

生活関連経路

県道

市道

旅客施設

学校

保育園・幼稚園

公民館

病院

商業施設

運動施設

出典：「鳥取市バリアフリー基本構想」（鳥取市）

重点整備地区地区（鳥取駅・城跡周辺地区）

重点整備地区地区
（鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区）

出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの改訂について（国土交通省）

○特定事業のイメージ



５．国・県等の動きについて

＋
ネットワーク

○国土交通省
第４次バリアフリー整備目標の最終とりまとめを公表（令和７年６月）
（https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000402.html）
・目標期間 令和８年（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間
・マスタープラン、基本構想の作成の推進・スパイラルアップの取り組みをしている自治体の促進
・心のバリアフリーの推進（バリアフリー基本構想に教育啓発特定事業の位置づけを推進）
・鉄道、バスなどの旅客施設や車両等、道路や建築物等のインフラのバリアフリー化率の数値目標についても強化

（上記は一部抜粋）

〇鳥取県
点字ブロックの一斉点検（令和７年１０月１０日）
・当事者団体から報告を受けた点字ブロック不具合箇所も点検
・国、県、市町村の管理施設における点字ブロック点検
・民間施設における点字ブロック点検
（民間施設による点検の結果確認された不具合箇所の修繕等に対する補助事業）
鳥取県福祉のまちづくり条例の一部改正（令和７年施行）
・バリアフリー法及び施行令の改正に合わせ、条例の見直し、「鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアル」にも反映。
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移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

○バリアフリー化の方向性を示すことによって事業者等の調整の容
易化が図れる。

○各施設管理者等からバリアフリー化の状況を報告してもらうこと
が出来ることでバリアフリーマップ作成等の円滑な情報収集が可能
となる

○旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、事前に届
出（届出制度）てもらうことが可能となり、連続したバリアフリー
化が確保されるよう、内容変更等の要請を行えるなど、施設間の連
携を図ることが可能となる。

○道路事業や市街地整備事業、都市公園等において歩行空間の整備
や公園施設のUD化を図る場合、マスタープランに位置付けられた地
区は、社会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となる。など

４．移動等円滑化促進方針（マスタープラン）及び基本構想作成のメリット

バリアフリー基本構想

○特定事業を設定することにより、既存施設についてもバリアフリ
ー化を推進することができる。

○基本構想に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業等について
は、公共施設等適正管理推進事業債におけるユニバーサルデザイン
事業の対象となる。（充当率９０％ 交付税措置率３０％）

○旅客施設におけるバリアフリー整備を公共交通特定事業に位置付
け、国庫補助金の対象となる場合に限り、地方債の対象経費とする
ことができる。

○道路事業や市街地整備事業、都市公園等において歩行空間の整備
や公園施設のUD化を図る場合、マスタープランに位置付けられた地
区は、社会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となる。など

（上記は一定の要件あり）


